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(57)【要約】
【課題】車室内への雨水の侵入を防止し得る自動車用配
電装置を提供する。
【解決手段】エンジンルーム１１と車室１６との間の隔
壁１７のエンジンルーム側に設けられ、エンジンルーム
内に配設されたバッテリー１２から電力が供給される第
一の無線装置１４と、隔壁１７の車室側に設けられた第
二の無線装置１８と、第一及び第二の無線装置にそれぞ
れ設けられ、第一の無線装置から第二の無線装置に無線
給電する無線給電部と、第二の無線装置１８に供給され
た電力を車室内の電気機器に供給する電力分配装置２０
を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンルームと車室との間の隔壁のエンジンルーム側に設けられ、前記エンジンルー
ム内に配設されたバッテリーから電力が供給される第一の無線装置と、
　前記隔壁の車室側に設けられた第二の無線装置と、
　前記第一及び第二の無線装置にそれぞれ設けられ、前記第一の無線装置から前記第二の
無線装置に無線給電する無線給電部と、
　前記第二の無線装置に供給された電力を車室内の電気機器に供給する電力分配装置と
を備えたことを特徴とする自動車用配電装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の自動車用配電装置において、
　前記第一の無線装置と前記第二の無線装置には、前記エンジンルーム内の電気機器と前
記車室内の電気機器との間の通信信号を無線で送受信する無線通信部を備えたことを特徴
とする自動車用配電装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の自動車用配電装置において、
　前記第一の無線装置と前記第二の無線装置を、前記隔壁を挟んで相対向する位置に設置
し、前記第一の無線装置と前記第二の無線装置で挟まれる隔壁を非金属部としたことを特
徴とする自動車用配電装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の自動車用配電装置において、
　前記第一の無線装置の無線給電部及び無線通信部と、前記第二の無線装置の無線給電部
及び無線通信部を、前記隔壁を挟んで相対向する位置にそれぞれ設置し、前記各無線給電
部の間の隔壁及び前記各無線通信部の間の隔壁に透孔を設けたことを特徴とする自動車用
配電装置。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか１項に記載の自動車用配電装置において、
　前記第一の無線装置には、前記エンジンルーム内の電気機器と前記第一の無線装置の無
線通信部との間に介在されて通信信号を送受信する通信制御部を備え、前記第二の無線装
置には、前記車室内の電気機器と前記第二の無線装置の無線通信部との間に介在されて通
信信号を送受信する通信制御部を備えたことを特徴とする自動車用配電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車の車室とエンジンルーム間等、隔壁で隔てられた空間を電気的に接続
するための配電装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図４は、従来の自動車用配電装置の一例を示す。エンジンルーム１内に配設されたバッ
テリー２はリレーボックス３に接続され、リレーボックス３は多数本の電源供給線を纏め
たワイヤーハーネス４を介して車室５内に配設される電気接続箱６に接続される。
【０００３】
　電気接続箱６には、多数の電気機器が接続される。そして各電気機器には、バッテリー
２からリレーボックス３、ワイヤーハーネス４、電気接続箱６を介して所要の電力が供給
される。
【０００４】
　また、リレーボックス３からエンジンルーム１内の電気機器にも所要の電力が供給され
る。
　エンジンルーム１内にはＥＣＵ７が配設され、エンジンルーム１内に配設される電気機
器の動作を制御する。また、ＥＣＵ７は車室５内に配設されるＥＣＵ８にワイヤーハーネ
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ス９を介して接続され、ＥＣＵ８との通信に基づいてエンジンルーム１内の電気機器が車
室５内の電気機器と連携して動作するように制御する。
【０００５】
　車室５内に配設されたＥＣＵ８は、ＥＣＵ７との通信に基づいて車室５内の電気機器を
エンジンルーム１内の電気機器と連携するように制御する。
　ワイヤーハーネス４，９は、エンジンルーム１と車室５間の隔壁１０に形成された貫通
孔に挿通されている。そして、エンジンルーム１と車室５間の気密性及び水密性を確保す
るために、ワイヤーハーネス４，９を挿通したグロメット１０ａが貫通孔に嵌着されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－２７０６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のような配電装置では、ワイヤーハーネス４，９を挿通したグロメット１０ａを隔
壁１０の貫通孔に取着するため、エンジンルーム１内の雨水がワイヤーハーネス４，９を
つたって車室５内に侵入することがある。
【０００８】
　また、近年の自動車では、電気的に制御する機器の増加にともなって、ワイヤーハーネ
スとして纏められる電線本数が増大している。このため、ワイヤーハーネスの直径が増大
して、配索時の屈曲作業が困難となる等、配索作業が煩雑となる。
【０００９】
　また、ワイヤーハーネスの直径の増大にともなって隔壁１０に形成する貫通孔の直径を
大きくすることは好ましくないので、ワイヤーハーネスとして纏める電線の本数にも限り
がある。
【００１０】
　特許文献１には、防水機能を備えたグロメットが開示されている。しかし、防水機能が
確実に作用しない場合がある。また、車種毎にワイヤーハーネスの直径が異なるため、そ
の直径に応じたグロメットを設計し、且つ製造する必要があって、部品コストも上昇する
。
【００１１】
　この発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は車室内への雨水の
侵入を確実に防止し得る自動車用配電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決する自動車用配電装置は、エンジンルームと車室との間の隔壁のエンジ
ンルーム側に設けられ、前記エンジンルーム内に配設されたバッテリーから電力が供給さ
れる第一の無線装置と、前記隔壁の車室側に設けられた第二の無線装置と、前記第一及び
第二の無線装置にそれぞれ設けられ、前記第一の無線装置から前記第二の無線装置に無線
給電する無線給電部と、前記第二の無線装置に供給された電力を車室内の電気機器に供給
する電力分配装置とを備えたことを特徴とする。
【００１３】
　この構成により、隔壁にワイヤーハーネスを貫通することなく、バッテリーから車室内
の電気機器に電力が供給可能となる。
　また、上記の自動車用配電装置において、前記第一の無線装置と前記第二の無線装置に
は、前記エンジンルーム内の電気機器と前記車室内の電気機器との間の通信信号を無線で
送受信する無線通信部を備えることが好ましい。
【００１４】
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　この構成により、隔壁にワイヤーハーネスを貫通することなく、エンジン内の電気機器
と車室内の電気機器との間での通信が可能となる。
　また、上記の自動車用配電装置において、前記第一の無線装置と前記第二の無線装置を
、前記隔壁を挟んで相対向する位置に設置し、前記第一の無線装置と前記第二の無線装置
で挟まれる隔壁を非金属部とすることが好ましい。
【００１５】
　この構成により、第一の無線装置と第二の無線装置との間の無線給電及び無線通信が安
定する。
　また、上記の自動車用配電装置において、前記第一の無線装置の無線給電部及び無線通
信部と、前記第二の無線装置の無線給電部及び無線通信部を、前記隔壁を挟んで相対向す
る位置にそれぞれ設置し、前記各無線給電部の間の隔壁及び前記各無線通信部の間の隔壁
に透孔を設けることが好ましい。
【００１６】
　この構成により、第一の無線装置と第二の無線装置との間の無線給電及び無線通信が安
定する。
　また、上記の自動車用配電装置において、前記第一の無線装置には、前記エンジンルー
ム内の電気機器と前記第一の無線装置の無線通信部との間に介在されて通信信号を送受信
する通信制御部を備え、前記第二の無線装置には、前記車室内の電気機器と前記第二の無
線装置の無線通信部との間に介在されて通信信号を送受信する通信制御部を備えることが
好ましい。
【００１７】
　この構成により、エンジンルーム内の電気機器と第一の無線装置の無線通信部との通信
が通信制御部で管理され、車室内の電気機器と第二の無線装置の無線通信部との通信が通
信制御部で管理される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の自動車用配電装置によれば、車室内への雨水の侵入を確実に防止することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】一実施形態の自動車用配電装置を示す概要図である。
【図２】第一の無線装置と第二の無線装置を示すブロック図である。
【図３】第一の無線装置と第二の無線装置との間の隔壁を示す斜視図である。
【図４】従来の自動車用配電装置を示す概要図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、自動車用配電装置の一実施形態を図面に従って説明する。図１に示すように、エ
ンジンルーム１１内に配設されたバッテリー１２はリレーボックス１３に接続され、リレ
ーボックス１３から第一の無線装置１４にバッテリー１２の出力電力が供給される。また
、リレーボックス１３からエンジンルーム１１内の電気機器にも所要の電力が供給される
。
【００２１】
　エンジンルーム１内には第一のＥＣＵ１５が配設され、エンジンルーム１１内に配設さ
れる電気機器の動作を制御するとともに、第一の無線装置１４と通信信号の送受信動作を
行う。
【００２２】
　エンジンルーム１１内において、第一の無線装置１４はエンジンルーム１１と車室１６
を隔てる隔壁１７に近接して配設されている。
　車室１６内において、隔壁１７を隔てて第一の無線装置１５と対向する位置には第二の
無線装置１８が隔壁１７に近接して配設されている。そして、第一の無線装置１４はバッ
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テリー１２から供給される電力を第二の無線装置１８に無線給電可能であるとともに、第
二の無線装置１８との間で種々の通信信号を送受信可能となっている。
【００２３】
　第二の無線装置１８には、車室１６内に配設される第二のＥＣＵ１９と、電気接続箱２
０が接続されている。電気接続箱２０には、第二の無線装置１８に給電された電力が供給
され、その電力を車室１６内に配設される多数の電気機器に供給するようになっている。
【００２４】
　第二のＥＣＵ１９は、第一及び第二の無線装置１４，１８を介して第一のＥＣＵ１５と
通信し、エンジンルーム１１内の電気機器及び車室１６内の電気機器を制御するようにな
っている。
【００２５】
　図２は、第一及び第二の無線装置１４，１８の構成を示す。第一の無線装置１４には、
バッテリー１２からリレーボックス１３を介して電源が供給される。第一の無線装置１４
は、電源制御部２１と、通信制御部２２と、無線給電部２３と、無線通信部２４を備えて
いる。第二の無線装置１８も同様に、電源制御部２５と、通信制御部２６と、無線給電部
２７と、無線通信部２８を備えている。
【００２６】
　第一の無線装置１４の電源制御部２１は、無線通信部２４から出力される制御信号に基
づいてリレーボックス１３内のリレー２９を開閉制御する。
　リレーボックス１３は、エンジンルーム１１内の電気機器にバッテリー１２から供給さ
れる電力を供給する。また、各リレー２９を介してイグニッションスイッチのオン動作時
に電力を必要とするイグニッション機器と、イグニッションスイッチのオン動作時以外に
も電力を供給するアクセサリー機器と、照明器や警音器、その他のエンジン関連機器に電
力を供給する。
【００２７】
　従って、電源制御部２１による各リレー２９の開閉制御により、各機器への電力の供給
が開閉制御される。
　第一の無線装置１４の通信制御部２２は、第一のＥＣＵ１５及びＣＡＮ通信を行う機器
、ＬＩＮ通信を行う機器やその他の通信機器に接続され、これらの機器と無線通信部２４
との間の緩衝器として動作する。
【００２８】
　第一の無線装置１４の無線通信部２４は、第二の無線装置１８の無線通信部２８と例え
ばＮＦＣあるいはTransferjet等の無線通信方式により双方向に通信可能である。
　第一の無線装置１４の無線給電部２３は、第二の無線装置１８の無線給電部２７に無線
給電可能である。無線給電方式は、例えば電波誘導方式あるいは電界結合方式を採用して
いる。
【００２９】
　無線給電部２７に供給された電力は、車室１６内の電気機器に供給される。また、各リ
レー３０を介してイグニッションスイッチのオン動作時に電力を必要とするイグニッショ
ン機器と、イグニッションスイッチのオン動作時以外にも電力を供給するアクセサリー機
器と、ドアロック装置、シート調節装置等の他の機器に供給される。
【００３０】
　第二の無線装置１８の電源制御部２５は、無線通信部２８から出力される制御信号に基
づいてリレー３０を開閉制御する。従って、電源制御部２５による各リレー３０の開閉制
御により、各機器への電力の供給が開閉制御される。
【００３１】
　第二の無線装置１８の通信制御部２６は、第二のＥＣＵ１９及びＣＡＮ通信を行う機器
、ＬＩＮ通信を行う機器やその他の通信機器に接続され、これらの機器と無線通信部２８
との間の緩衝器として動作する。
【００３２】
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　図３に示すように、第一の無線装置１４と第二の無線装置１８との間の隔壁１７には、
合成樹脂板等の非金属部３１が設けられ、第一の無線装置１４と第二の無線装置１８との
間の無線給電及び無線通信を阻害しないようにしている。
【００３３】
　なお、無線給電部２３，２７及び無線通信部２４，２８との間の非金属部３１に透孔３
２を設け、無線給電効率及び通信効率をさらに向上させるようにしてもよい。
　非金属部３１を設けることなく、隔壁１７に透孔３２だけを設けてもよい。この場合に
は、透孔３２を覆うように隔壁１７の両側に第一及び第二の無線装置１４，１８を取着す
ることにより、エンジンルーム１１から車室１６内への雨水の侵入を防止可能である。
【００３４】
　次に、上記のように構成された自動車用配電装置の作用を説明する。
　バッテリー１２から供給される電力は、電源制御部２１で制御されるリレーボックス１
３を介してエンジンルーム１１内の各機器に供給される。
【００３５】
　また、バッテリー１２から供給される電力は、リレーボックス１３を介して第一の無線
装置１４に供給され、無線給電部２３から第二の無線装置の無線給電部２７に無線給電さ
れる。そして、無線給電部２７から車室１６内の各機器に電力が供給される。
【００３６】
　エンジンルーム１１内の第一のＥＣＵ１５及び他の機器から出力される通信信号は、第
一の無線装置１４の通信制御部２２から無線通信部２４に伝送される。そして、無線通信
部２４から第二の無線装置１８の無線通信部２８に伝送され、通信制御部２６から第二の
ＥＣＵ１９及び他の機器に転送される。
【００３７】
　同様に、車室１６内の第二のＥＣＵ１９及び他の機器から出力される通信信号は、第二
の無線装置１８の通信制御部２６から無線通信部２８に伝送される。そして、無線通信部
２８から第一の無線装置１４の無線通信部２４に伝送され、通信制御部２２から第一のＥ
ＣＵ１５及び他の機器に転送される。
【００３８】
　上記のような自動車用配電装置では、次に示す効果を得ることができる。
（１）エンジンルーム１１内のバッテリー１２から無線給電部２３，２４を介して車室１
６内の電気機器に電源を供給することができる。
（２）エンジンルーム１１と車室１６を隔てる隔壁１７に、ワイヤーハーネスを貫通させ
るための貫通孔を形成する必要がない。従って、エンジンルーム１１から車室１６内への
雨水の侵入を未然に防止することができる。
（３）貫通孔を形成する必要がないので、車種毎にグロメットを用意する必要がない。車
種毎に異なる径の貫通孔を形成する必要もない。
（４）貫通孔にワイヤーハーネスを貫通しないので、貫通孔の付近でワイヤーハーネスを
屈曲する必要もない。従って、隔壁１７近傍で第一の無線装置１４及び第二の無線装置１
８から延びるワイヤーハーネスの配索作業を容易に行うことができる。
（５）エンジンルーム１１内の電気機器と車室１６内の電気機器との間の通信信号を、無
線通信部２４，２８を介して伝送することができる。従って、隔壁１７に通信信号を伝送
するためのワイヤーハーネスを貫通させる必要がない。
（６）第一の無線装置１４と第二の無線装置１８との間の隔壁１７を非金属部３１とした
ので、第一の無線装置１４と第二の無線装置１８との間の無線給電及び無線通信を安定さ
せることができる。
（７）無線給電部２３，２７と無線通信部２４，２８との間の隔壁１７に、透孔３２を設
けたので、無線給電及び無線通信を安定させることができる。
【００３９】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
・第二の無線装置１８に設けたリレー３０は、第二の無線装置１８の外部のリレーボック
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ス等に設けてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　１１…エンジンルーム、１２…バッテリー、１４…第一の無線装置、１６…車室、１７
…隔壁、１８…第二の無線装置、２０…電力分配装置（電気接続箱）、２２，２６…通信
制御部、２３，２７…無線給電部、２４，２８…無線通信部、３１…非金属部、３２…透
孔。

【図１】 【図２】



(8) JP 2016-164033 A 2016.9.8

【図３】 【図４】
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